
長期優良住宅化リフォーム
推進事業に係る技術的審査

申請要領

※原則２回（リフォーム前およびリフォーム後）の技術的審
査が必要となりますが、交付申請前までにインスペクション
を実施し、維持保全計画書を作成した場合は、
１回（リフォーム前）の技術的審査とすることができます。

・技術的審査を２回受ける場合
パターンＡ→ P.2～P.4をご覧ください

・技術的審査を１回とする場合
パターンＢ→ P.5～P.6をご覧ください

一戸建て住宅用

All Rights Reserved Copyrights© ハウスプラス住宅保証株式会社 2014-2016 ＨＰ住-456-3（Ver.20160712）



1

住宅種別 応募の型 評価区分 内容

戸建住宅 評価基準型（2） － すべてＳ基準

評価基準型（1） ① Ｓ基準が３個以上かつそれ以外の評価項目がＡ
基準

② Ｓ基準が２個以上 または
Ｓ基準とＡ基準の合計が３個以上

③ 劣化対策、耐震性の２項目のうち、Ｓ基準とＡ
基準１個ずつ、またはＡ基準が２個

共同住宅等※ 評価基準型（2） － すべてＳ基準

評価基準型（1） ① Ｓ基準が４個以上かつそれ以外の評価項目がＡ
基準

② Ｓ基準が２個以上 または
Ｓ基準とＡ基準の合計が３個以上

③ 劣化対策、耐震性の２項目のうち、Ｓ基準とＡ
基準１個ずつ、またはＡ基準が２個

※・共同住宅等の場合、共用部分と住戸専用部分をあわせて、区分の判断を行ってください。
・共同住宅等における「維持管理・更新の容易性」の評価は原則として共用配管・専用配管の基準を共に満た
す必要があります。ただし、共用部分の提案をする場合、共用配管及び、過半の住戸における専用配管の基
準を満たしていれば、基準を満たしているものとみなします。

・通年申請タイプの評価基準型（1）では評価区分の設定がありません。劣化対策、耐震性のＡ基準以上を満
たすものであれば申請可能です。

【住宅性能の評価区分】

ハウスプラスでは、応募の型を評価基準型（2）として交付申請する補助事業について技術的審査
を実施します。

◆ハウスプラスが実施する技術的審査の対象について



長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る技術的審査　申請要領（紙申請）　＜一戸建ての住宅＞
技術的審査が２回必要
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○申請に必要な図書はP.３にてご確認ください。

≪申請図書送付先≫
〒108-0014 東京都港区芝５－３３－７ 徳栄ビル本館４階

ハウスプラス住宅保証株式会社 技術管理部
「長期優良住宅化リフォーム 技術的審査サービス」宛て
TEL:03-5962-3800  FAX:03-5427-3190

副

（仮）適合確認書は「サービス申込
書」にてご指定いただいた送付先へ、
申請図書（副本）と共にお送りいた
します。

申請受付～（仮）適合確認書発行までには、約３週間掛かります。
余裕を持ってご申請ください。

あり

なし

○受付完了後、当社審査員が図面審査を開始
します。審査の過程で申請内容に質疑が生じ
た場合、「サービス申込書」にご指定いただ
いた「質疑送付先」にファクシミリ等で質疑
票をお送りします。

○「質疑送付先」に記載されている担当の方
には、質疑票に対する回答と、必要に応じて
図面等の訂正もしくは差替えを行っていただ
きます。

○ご回答をいただくまでの間、審査業務は中

断しますので、ご回答はお早めにお願いしま

す。また、ご回答いただきました内容は改め

て審査を行いますが、この際に再度質疑が生

じる場合もございますので予めご了承くださ

い。
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○
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図書はファイルに綴じ、正本と副本の２冊をご提出くだ
さい。
また、ファイルの表紙と背表紙には「住宅の名称」と「正
本・副本の別」をご記入ください。

・採択通知の受理
※通年申請タイプの場合、採択通知はありません ・リフォーム計画の作成 等

P.2へ続く

※（仮）適合確認書発行前に、引受承諾書の添付により交付申
請を行い、交付申請書受領書を受理することは可能です。
詳細は事務局にお問合せください。

パターンＡ

2



HOUSEPLUS依頼者　様

申
請
（
リ
フ
ォ
ー
ム
後
）

審
査

発
行

申請図書準備

申請受付

質疑事項

質疑事項

質疑書送付質疑対応

訂正送付

適合確認書

発行

審査開始

審査完了

引受
承諾書

あり

なし

郵送

FAX

適合確認書
郵送

郵送

図書受領郵送

○申請に必要な図書はP.３にてご確認ください。

≪申請図書送付先≫
〒108-0014 東京都港区芝５－３３－７ 徳栄ビル本館４階

ハウスプラス住宅保証株式会社 技術管理部

「長期優良住宅化リフォーム 技術的審査サービス」宛て

TEL:03-5962-3800  FAX:03-5427-3190

副

適合確認書は「サービス申込書」に
てご指定いただいた送付先へ、申請
図書（副本）と共にお送りいたしま
す。

申請受付～適合確認書発行までには、計画に変更が無い場合で約２週間掛かります。
余裕を持ってご申請ください。

あり

なし

○受付完了後、当社審査員が図面審査を開始
します。審査の過程で申請内容に質疑が生じ
た場合、「サービス申込書」にご指定いただ
いた「質疑送付先」にファクシミリ等で質疑
票をお送りします。

○「質疑送付先」に記載されている担当の方
には、質疑票に対する回答と、必要に応じて
図面等の訂正もしくは差替えを行っていただ
きます。

○ご回答をいただくまでの間、審査業務は中

断しますので、ご回答はお早めにお願いしま

す。また、ご回答いただきました内容は改め

て審査を行いますが、この際に再度質疑が生

じる場合もございますので予めご了承くださ

い。
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○
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図書はファイルに綴じ、正本と副本の２冊をご提出くだ
さい。
また、ファイルの表紙と背表紙には「住宅の名称」と「正
本・副本の別」をご記入ください。

・補助金交付決定通知の受理

・インスペクション
・リフォーム工事

・維持保全計画書の作成 等

・補助金交付申請

・補助金の受理

・完了実績報告
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◆申請に必要な図書（パターンＡ）

図書種類 部数

１ 長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る技術的審査 サービス申込書
正

（１部）

２
技術的審査（リフォーム前）依頼書 ※1
（委任状がある場合は委任状を含む）

正・副
（２部）

３
採択通知書の写し
（通年申請タイプで申し込みの場合は不要）

４ 長期優良住宅化リフォーム評価基準適合チェックシート ※1

５
工事個所や評価基準（Ｓ基準）に適合していることが確認できる図書、計算書

（長期優良住宅化リフォーム評価基準適合チェックシートにおいて、「確認に要
した資料等」欄にチェックが入っている資料） ※2

６ その他必要書類（性能が確認できる資料等）

【リフォーム前の技術的審査】

図書種類 部数

１ 長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る技術的審査 サービス申込書
正

（１部）

２
技術的審査（リフォーム後）依頼書 ※1
（委任状がある場合は委任状を含む）

正・副
（２部）

３
長期優良住宅化リフォーム評価基準適合チェックシート ※1
（９．維持保全計画の策定に係るシートのみ）

４ 現況検査チェックシート

５ 維持保全計画書

６ その他必要書類（性能が確認できる資料等）

▼リフォーム前の技術的審査から変更があった場合に提出が必要となる図書

７
長期優良住宅化リフォーム評価基準適合チェックシート ※1
（変更に係るシートのみ）

８
工事個所や評価基準（Ｓ基準）に適合していることが確認できる図書、計算書

（長期優良住宅化リフォーム評価基準適合チェックシートにおいて、「確認に要
した資料等」欄にチェックが入っている資料） ※2

【リフォーム後の技術的審査】

※1 申し込む事業年度に応じた書式をご使用ください。
※2 各階平面図、立面図、矩計図、構造図、構造計算書、確認済証、検査済証等
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※1 申し込む事業年度に応じた書式をご使用ください。
※2 各階平面図、立面図、矩計図、構造図、構造計算書、確認済証、検査済証等



　

長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る技術的審査　申請要領（紙申請）　＜一戸建ての住宅＞
技術的審査が１回必要
※技術的審査（リフォーム前）までにインスペクションを実施し、維持保全計画書を作成する場合は、技術的審査を１回とすることができます。
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○申請に必要な図書はP.５にてご確認ください。

≪申請図書送付先≫
〒108-0014 東京都港区芝５－３３－７ 徳栄ビル本館４階

ハウスプラス住宅保証株式会社 技術管理部

「長期優良住宅化リフォーム 技術的審査サービス」宛て

TEL:03-5962-3800  FAX:03-5427-3190

副

適合確認書は「サービス申込書」に
てご指定いただいた送付先へ、申請
図書（副本）と共にお送りいたしま
す。

申請受付～適合確認書発行までには、約３週間掛かります。
余裕を持ってご申請ください。

あり

なし

○受付完了後、当社審査員が図面審査を開始
します。審査の過程で申請内容に質疑が生じ
た場合、「サービス申込書」にご指定いただ
いた「質疑送付先」にファクシミリ等で質疑
票をお送りします。

○「質疑送付先」に記載されている担当の方
には、質疑票に対する回答と、必要に応じて
図面等の訂正もしくは差替えを行っていただ
きます。

○ご回答をいただくまでの間、審査業務は中

断しますので、ご回答はお早めにお願いしま

す。また、ご回答いただきました内容は改め

て審査を行いますが、この際に再度質疑が生

じる場合もございますので予めご了承くださ

い。
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図書はファイルに綴じ、正本と副本の２冊をご提出くだ
さい。
また、ファイルの表紙と背表紙には「住宅の名称」と「正
本・副本の別」をご記入ください。

・採択通知の受理
※通年申請タイプの場合、採択通知はありません

・補助金交付決定通知の受理

・リフォーム工事

・補助金交付申請

・リフォーム計画の作成
・インスペクション

・維持保全計画書の作成 等

・補助金の受理

・完了実績報告

※（仮）適合確認書発行前に、引受承諾書の添付により交付申
請を行い、交付申請書受領書を受理することは可能です。
詳細は事務局にお問合せください。

パターンＢ

※リフォーム前の技術的審査から変更があった場合は、
変更の技術的審査が必要となります。
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◆申請に必要な図書（パターンＢ）

図書種類 部数

１ 長期優良住宅化リフォーム推進事業に係る技術的審査 サービス申込書
正

（１部）

２
技術的審査（リフォーム前）依頼書 ※1
（委任状がある場合は委任状を含む）

正・副
（２部）

３
採択通知書の写し
（通年申請タイプで申し込みの場合は不要）

４ 長期優良住宅化リフォーム評価基準適合チェックシート ※1

５
工事個所や評価基準（Ｓ基準）に適合していることが確認できる図書、計算書

（長期優良住宅化リフォーム評価基準適合チェックシートにおいて、「確認に要
した資料等」欄にチェックが入っている資料） ※2

６ 現況検査チェックシート

７ 維持保全計画書

８ その他必要書類（性能が確認できる資料等）

【リフォーム前の技術的審査】
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※1 申し込む事業年度に応じた書式をご使用ください。
※2 各階平面図、立面図、矩計図、構造図、構造計算書、確認済証、検査済証等


